
 

 

 
 

（貸渡料金） 
第 12 条 当社が受領する第 4 条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において、地方運輸局

運輸支局長、又は沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出たものにする。 

 
 
（貸渡料金改定に伴う処置） 
第 13 条 前条の貸渡料金を第 2 条による予約をした後に改定したときは、前条第 1 項にか

かわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。 
 

 
 

（定期点検整備） 
第 14 条 当社は、道路運送車両法第 48 条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡

すものとします。 
 
（日常点検整備） 
第 15 条 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路

運送車両法第 47 条の 2 に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。 
 
（借受人の管理責任） 
第 16 条 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用、管理するものと   し

ます。 

2.前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終   わるも

のとします。 

（禁止行為） 
第 17 条 借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。 

（1） 当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動

車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。 

（2） レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の所有権を侵害することと   な

る一切の行為をすること。 

（3） レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造もしくは変造し、又はレンタ

カーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。 

（4） 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は   他

車の牽引もしくは後押しに使用すること。 

（5）法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。 

（6）当社の承諾を受けることなく次の行為をすること。 
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